
政策評価について

平 成 ２ ３ 年 ９ 月



目 次

（頁）

１．政策評価制度の概要

１－１．政策評価とは

１－２．政策評価の仕組み

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

１－３．政策評価の方式等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

１－４．政策評価の拡充・強化を巡る動き ・・・・・・・・・・・・ ７

２ １ 政策評価の対象と方法 10

２．農林水産省の政策評価

２－１．政策評価の対象と方法

２－２．学識経験を有する者の知見の活用

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

・・・・・・・・・・・・ 13

２－３ 24年度予算概算要求と併せて公表する評価について ・・・・ 15

１

２ ３．24年度予算概算要求と併せて公表する評価について 15



１ 政策評価制度等について１．政策評価制度等について

２



１１--１．政策評価とは１．政策評価とは１１--１．政策評価とは１．政策評価とは

政策評価制度の根拠政策評価制度の根拠

○ 行政機関が行う政策の評価に関する法律 （平成13年法律第86号）

政策評価制度の根拠政策評価制度の根拠

○ 効率的で質の高い行政、成果重視の行政の推進

政策評価の目的政策評価の目的

政策評価 在り方政策評価 在り方

○ 国民に対する行政の説明責任の徹底
（法第１条、政策評価に関する基本方針（閣議決定））

政策評価の在り方政策評価の在り方

○ 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を把握
し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点等から自ら評価し、
その評価の結果を当該政策に適切に反映しなければならない。（法第３条）

○ 政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供。
（政策評価に関する基本方針（閣議決定））

３

○ 行政機関の長は、政策評価を計画的かつ着実に実施するため、基本計画
（３～５年間）、実施計画（毎年）を策定。（法第６条及び第７条）

（政策評価に関する基本方針（閣議決定））



11--２．政策評価の仕組み２．政策評価の仕組み11--２．政策評価の仕組み２．政策評価の仕組み

○ 各府省は、自らの政策を評価するが、客観的かつ厳格な実施を確保するため、

○ 総務省は、各行政機関とは異なる評価専担組織として、各府省が行う評価の
点検等を実施。

○ 各府省は、自ら 政策を評価するが、客観的か 厳格な実施を確保するため、
学識経験を有する者の知見の活用を図る必要。

実施実施
各府省各府省

学識経験者
意見の聴取意見の聴取

政策評価・独立行政法人
評価委員会

評価評価企画企画
立案立案
企画企画
立案立案

（（DoDo））

PDCAPDCA
総務省総務省

調査審議調査審議

改善改善

立案立案立案立案
（（CheckCheck））（（PlanPlan））

PDCAPDCA
サイクルサイクル ○ 基本的事項の企画立案

○ 予算要求等への評価結果の反映の
推進

改善改善

評価の点検評価の点検
（（ActionAction））

○ 各府省が行った評価の点検

○ 複数府省にまたがる政策の評価

国会への報告国会への報告国会への報告国会への報告
評価結果、政策への反映状況の公表評価結果、政策への反映状況の公表評価結果、政策への反映状況の公表評価結果、政策への反映状況の公表

４

評価結果の公表、各府省への勧告評価結果の公表、各府省への勧告評価結果の公表、各府省への勧告評価結果の公表、各府省への勧告



１１--３．政策評価の方式等３．政策評価の方式等１１--３．政策評価の方式等３．政策評価の方式等

評価の時期評価の時期

○ 評価時期により、政策決定前に行う「事前評価」と政策決定後に行う「事後
評価」に分類。

評価の時期評価の時期

評価」に分類。

評価の代表的な方式評価の代表的な方式

○ 評価方式として、①実績評価方式、 ②事業評価方式、 ③総合評価方式があり、
政策の特性に応じ適切な方式を選択。

評価方式 対象 時点 目的 方法評価方式 対象 時点 目的 方法

実績評価 主要な一般政策等
主に
事後

政策等の不断の見直しや
改善に資するため

予め目標を設定し、達成度合を
定期的に評価

事業評価 個々の事務事業が中心
事前
事後

事務事業の採否、選択等
に資するため

政策効果や要する費用等を推計・
測定し評価

総合評価
時々の重要課題等（特定
のテーマ）

主に
事後

問題点等を把握し、原因
を総合的に分析するため

政策効果の発現状況を様々な角
度から掘り下げ評価

５



○ 政策評価と予算・決算との連携を強化するため、平成20年度予算から、政策

政策評価と予算・決算との連携政策評価と予算・決算との連携

○ 政策評価と予算 決算との連携を強化するため、平成20年度予算から、政策
評価の単位（政策評価体系）と予算書・決算書の単位（項、事項）は、基本的
に一致。

予算書 決算書政策評価体系 予算書・決算書

（組織）農林水産本省

（項）食の安全・消費者の信頼確保
対策費

（１）食の安全及び消費者の信頼の
確保

（政策分野（評価単位））

対応

政策評価体系

対策費

（項）国産農畜産物・食農連携強化
対策費

確保

（２）国産農畜産物を軸とした食と
農の結びつきの強化

対応

・・

予算書予算書
（項）農業経営対策費（５）意欲ある多様な農業者による

農業経営の推進
対応

・

・

・

・
（項）農山漁村６次産業化対策費（９）農業・農村における６次産業

化の推進
対応

・
・

・

・
・

・
・

化の推進

６



11--44．．政策評価の拡充・強化を巡る動き政策評価の拡充・強化を巡る動き11--44．．政策評価の拡充・強化を巡る動き政策評価の拡充・強化を巡る動き

21年10月23日 「予算編成等の在り方の改革について」（閣議決定）
－ 最優先すべき政策について、国民に対する成果を目標として定め、達成

度を評価する「政策達成目標明示制度」を導入

11月13日 「「政策評価、行政評価・監視」に対する事業仕分け」（行政刷新会議）
－ 「抜本的な機能強化」との結果

12月30日 「新成長戦略（基本方針）について」（閣議決定）
－ 成長戦略実行計画を策定し、各政策の達成状況を「政策達成目標明示制度」に基づき

評価・検証

22年 ４月13日 「行政評価等プログラム」（総務省）
－ 成果に着目した目標設定の推進
－ 事前評価の拡充（租税特別措置等）

情報公開の徹底を通じた各府省の説明責任の向上－ 情報公開の徹底を通じた各府省の説明責任の向上

５月25日 「政策評価法施行令」「政策評価に関する基本方針」改正（閣議決定）
－ 租税特別措置等に係る政策評価の義務付け
－ 政策評価に関する情報公開の徹底

７



６月18日 「「新成長戦略」について」（閣議決定）６月18日 「「新成長戦略」について」（閣議決定）
－ 「戦略」の各施策について、PDCAサイクルに立脚した進捗管理を徹底

９月30日 「平成22年における「国丸ごと仕分け」（行政事業レビュー）の取組と今後９月30日 「平成22年における「国丸ごと仕分け」（行政事業レビュ ）の取組と今後
の課題」（行政刷新会議決定）

－ 来年の行政事業レビューの本格実施までに、政策評価との役割分担や連携の在り方等
について結論を得る

11月18日 「 事業仕分け 特別セッション」（行政刷新会議）
－ 既存のチェック機関（総務省、会計検査院、財務省等）の機能の整理、強化が必要

また、チェック機関同士の役割分担・連携が重要

23年４月27日 「 平成23年度における政策評価の実施について」（総務省行政評価局長通知）
－ 政策評価の実施に当たっては、震災対応に支障が生じないよう、適切に対応

目標管理型の政策評価の改善方策に係る試行的取組を実施－ 目標管理型の政策評価の改善方策に係る試行的取組を実施

８



２ 農林水産省の政策評価について２．農林水産省の政策評価について

９



○ 体系的かつ合理的な評価を行うため 個々の政策手段を含めた政策評価体系

22--11．．政策評価の対象と方法政策評価の対象と方法22--11．．政策評価の対象と方法政策評価の対象と方法

○ 体系的かつ合理的な評価を行うため、個々の政策手段を含めた政策評価体系
をあらかじめ明示。

○ 一般政策、公共事業、研究開発、税制、規制等を対象に政策評価を実施。

大目標（使命） 食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能
の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通

政策評価体系政策評価体系

の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存 管理等を通
じ、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。

中目標

① 食の安全と消費者の信頼の確保

政策分野

１．食料の安定供給の確保
（食料）

① 食の安全と消費者の信頼の確保

② 国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

③ 食品産業の持続的な発展

農業 持続的な発

④ 総合的な食料安全保障の確立（※）

⑤ 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

⑥ 優良農地の確保と有効利用の促進２．農業の持続的な発展
（産業、人、生産基盤）

⑥ 優良農地の確保と有効利用の促進

⑦ 農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

⑧ 持続可能な農業生産を支える取組の推進
10



⑨ 農業・農村における６次産業化の推進

⑩ 都市と農村の交流等及び都市とその周辺の地域における
農業の振興

⑪ 農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

３．農村の振興
（産業、農村機能）

⑫ 森林の有する多面的機能の発揮

⑬ 林業の持続的かつ健全な発展

⑭ 林産物の供給及び利用の確保

４．森林の有する多面的機能の発揮
と林業・木材産業の持続的かつ健
全な発展

５．水産物の安定供給と水産業の
健全な発展

⑭ 林産物の供給及び利用の確保

⑮ 水産資源の回復

⑯ 漁業経営の安定
健全な発展

⑰ 漁村の健全な発展

⑱ 農林水産分野の研究開発（※）

６．横断的に関係する政策
⑲ 農林水産分野の地球環境対策（※）

⑳ 政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進（※）

農林水産行政の適切・効率的な実施（※）21 農林水産行政の適切 効率的な実施（※）21

※：総合評価を行う政策分野

11



政策評価体系と評価対象・評価方法の関係政策評価体系と評価対象・評価方法の関係

実績評価 事業評価

 一定のまとまりのある政策
（一般政策）を対象に、目標
を設定し、毎年、その達成度

 個々の政策手段を対象に、政策効果
や要する費用等を推計・測定し、評価

・公共事業 ・研究開発

政策分野

個々の政策手段
(事務事業、税制、法令等)

を設定し、毎年、その達成度
を評価

公共事業 研究開発

・税制 ・規制（法政令）

中目標

政策分野

一定のまとまりのある政策

個々の政策手段

政
策
評 大目標

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

策

評
価
体
系

政策分野

個々の政策手段

個々の政策手段

大目標
（使命）

中目標

・
・
・

・
・
・

政策分野
・効果の発現に一定期間を要する

政策
・分野横断的な政策

個々の政策手段

・
・
・

・
・
・

 時々の重要課題等を対象に、

政策分野（上位政策）と政策手段の対応関
係を明らかにするため、「政策手段シート」
を作成総合評価

時々の重要課題等を対象に、
政策効果の発現状況等を様々
な角度から評価

12



○ 学識経験を有する者の知見を活用するため 政策評価第三者委員会を22年

22--22．．学識経験を有する者の知見の活用学識経験を有する者の知見の活用22--22．．学識経験を有する者の知見の活用学識経験を有する者の知見の活用

○ 学識経験を有する者の知見を活用するため、政策評価第三者委員会を22年
８月に設置。委員は、評価する政策を調査審議した者を選任しない等の基本原
則に基づき、選任。

○ 公共事業や研究開発の評価に当た ては 政策評価第三者委員会に代えて○ 公共事業や研究開発の評価に当たっては、政策評価第三者委員会に代えて、
技術検討会や農林水産技術会議評価専門委員会において意見を聴取。

政策評価に関する第三者委員会等政策評価に関する第三者委員会等政策評価に関する第三者委員会等政策評価に関する第三者委員会等

＜政策担当部局＞ ＜第三者委員会等＞
（設置根拠）政策評価基本計画

内局
林野庁
水産庁

政策評価第三者委員会

技知

・一般政策（成果重視事業を含む）、税制の評価に対する意見
聴取

・政策評価の基本的事項に対する意見聴取

評価専門委員会（※）

各局庁技術検討会

地方支分部局技術検討会

技
術
的
・
専
門

知
見
が
必
要
な

・各局庁が所管する公共事業の評価に対する意見聴取

（農村振興局、林野庁、水産庁）
評
価
に
当
た
り

意
見
を
聴
取

農林水産技術会議

13

評価専門委員会（※）

・研究開発の評価に対する
意見聴取

地方支分部局技術検討会

※ 評価専門委員会は、「農林水産技術会議令」「農林水産省に
おける研究開発評価に関する指針」に基づき設置

的
な

分
野・管轄する区域の個別公共事業の評価に対する意見聴取

り



農林水産省政策評価第三者委員会委員農林水産省政策評価第三者委員会委員 （五十音順、敬称略）

税理士、阿部禧一税理士事務所 所長
（社）全国農業経営専門会計人協会 代表理事

大熊 久美子 NPO法人 北海道食の自給ネットワｰク 事務局長

阿部 禧一

事

新福 秀秋 （有）新福青果 代表取締役

左近靖博 三菱UFJリサｰチ＆コンサルティンクﾞ（株）
公共経営・地域政策部 主任研究員

新福 秀秋 （有）新福青果 代表取締役

畠山 重篤 牡蠣養殖業、牡蠣の森を慕う会 代表
特定非営利活動法人 森は海の恋人 理事長

速 亨

福士千恵子 読売新聞東京本社編集局生活情報部 部長

速水 亨

堀口 育代 （株）ヘﾞネ セコ ホﾟレ シ ン

速水林業 代表

堀口 育代 （株）ヘﾞネッセコｰホﾟレｰション
W＆F（Women＆Family）事業本部 本部長

山本 研 早稲田大学法学学術院 教授

14



22--33．．2424年度予算概算要求等と併せて公表する評価について年度予算概算要求等と併せて公表する評価について22--33．．2424年度予算概算要求等と併せて公表する評価について年度予算概算要求等と併せて公表する評価について

評価対象 事前評価 事後評価

一般政策
成果重視事業

－
政策評価体系上 政策分野 成果重視事業

実績評価:19件実績評価:19件

成果重視事業

公共事業

事業評価:17件 事業評価[期中]:12件 事業評価[完了後]:12件
・10年未了の事業（１）

総事業費10億円以上の

・政策評価体系上の政策分野（16） ・成果重視事業（３）

公共事業 ・総事業費10億円以上
の事業（17）

10年未了の事業（１）

・10年を超えて継続する
事業（11）

・総事業費10億円以上の
完了した事業（12）

事業評価:４件

研究開発 － －

事業評価:４件

・総事業費10億円以上
の課題（４）

税制 －

事業評価:５件

・新規、延長、拡充要
望する法人関係税の
租税特別措置等（５）
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租税特別措置等（５）

※１ 下線部は、政策評価法及び同法施行令により、一定の要件を満たす場合に評価が義務付けられている政策

※２ 成果重視事業は、成果目標（Plan）－予算の効率的執行（Do）－厳格な評価（Check）－予算への反映（Action）を実現する
予算制度改革を定着させるための取組の一つであり、平成18 年度予算から創設されたもの



評価方法評価方法

○ 事前に設定した目標値に対する実績値を把握し、達成度合を判定。その際、
達成度合の悪かった指標については 要因分析を併せて実施

＜一般政策・成果重視事業＞

達成度合の悪かった指標については、要因分析を併せて実施。

○ なお、震災に関連した施策については、実績値を把握していない。また、把
握すべきデータの一部が欠ける指標については、達成度合の判定及び要因分析
を実施していないを実施していない。

○ 成果重視事業（３事業）については、実績評価方式により事後評価を実施。

○ 事業の新規着手に際し、費用対効果分析等により政策効果を定量的に測定・

＜公共事業＞

把握。

○ 継続中の事業及び完了した事業については、社会経済情勢の変化や費用対効
果分析の算定基礎となった要因の変化等について点検し、改めて政策効果を定
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量的に測定・把握。



＜研究開発＞＜研究開発＞

○ 課題の新規着手に際し、社会的・経済的な効果、目標設定、研究計画等の妥
当性について把握。

○ 新規 延長 拡充要望に際し 租税特別措置等の適用数や減収額等を予測・

＜税制＞

○ 新規、延長、拡充要望に際し、租税特別措置等の適用数や減収額等を予測・
把握するとともに、税収減を是認するような効果をできる限り定量的に把握。

○ なお、期限の定めのない措置等に対する事後評価については、23年度は実
施していない施していない。
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